
 

 

（第３回）国分寺市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 次第 

 
 

日時：令和２年２月20日（木） 

午後５時00分～ 

会場：市長応接室 

 

 

１ 事務局より現状について 

 

２ 各部の対応状況について 

 

３ 本部長指示及び対応方針について 

 

４ その他 

 

資料 

新型コロナウイルスに関連した肺炎について（健康推進課） 

市民等からの問い合わせに対する対応について 

手洗い・咳エチケット等のポスター 

都庁における新型コロナウイルス感染症対策について 



新型コロナウイルスに関連した肺炎について 

 

令和２年２月 20 日健康推進課 

１ 海外・国内の状況 

（２月 14 日以降の状況） 

・  国内外の発生状況（２月 19 日厚生労働省報道発表資料） 

中国 感染者数 74,185 人，死亡者数 2,004 人 

日本 感染者数 59 人，死亡者数 1 人（※２月３日に横浜港に寄港したクルーズ船の感

染者数含まず。） 

クルーズ船の発生状況：延べ 1,723 名の検査中 454 名が陽性 

・  東京都の患者数 25 人（２月 19 日東京都報道発表資料） 

２ 国分寺市の対応状況 

・ １月 27 日に市長，副市長，危機管理監，政策部長，健康部長で協議し，現時点では情

報収集と庁内及び関係機関と連携して対応することを確認 

・ １月 28 日，市長，副市長，危機管理監，健康部長，総務部長で協議を実施し，市対策

本部設置までは，同メンバーで随時協議を実施し，健康部長から各部長への情報提供を

行うことを確認 

・ １月 29 日，市ホームページに新型コロナウイルスに関連した肺炎に関するページを作

成 

・ １月 29 日より市民と直接接する窓口対応職員のマスク着用を開始。健康推進課より各

部へ 1,000 枚のマスクを配布（子ども家庭部は保育園対応のため 2,000 枚） 

・ １月 31 日より第一庁舎１階（市民課窓口）及び第二庁舎１階（健康推進課・高齢福祉

課窓口）の２ヶ所で市民へのマスクの配布を開始 

・ １月 31 日より庁舎や市の各施設の入口に乾性手指消毒剤（ヒビスコール）を設置。ヒ

ビスコールについては，契約管財課及びいずみプラザ健康推進課窓口で各施設担当者へ

配布 

・ １月 31 日，危機管理監より職員向けに感染症予防の対応や不要不急の旅行等の自粛に

ついて掲示板通知 

・ ２月２日，国分寺市生活安全・安心メールにより新型コロナウイルス関連する情報を市

民周知 



・ ２月３日，健康推進課ツイッターにより新型コロナウイルス関連する情報を市民周知 

・ 2 月４日，第１回国分寺市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催（２月３日対

策本部要綱設置） 

・ 2 月６日，庁内イントラに第１回対策本部会議の決定及び指示事項を掲示 

・ ２月７日，庁内イントラに感染症対策に関する指定管理者等への対応依頼を掲示（契約

管財課） 

・ ２月７日，市ホームページ更新（厚生労働省電話相談窓口の変更案内追加，東京都の「帰

国者・接触者電話相談センター」案内追加） 

・ 2 月 12 日，市ホームページ更新（外国人向け案内追加） 

以下，第 2 回対策本部会議開催以降を追記  

・ 2 月 14 日，第２回国分寺市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催 

・ 2 月 17 日，感染拡大を受け，市長，副市長，政策部長，総務部長，健康部長で協議を

行った。現時点の状況確認と庁内で連携して対応することを確認 

・ 2 月 18 日，庁内イントラに第２回対策本部会議の決定及び指示事項を掲示 

・ 2 月 18 日，職員課より職員向けに感染症対策の徹底について庁内イントラに掲示 

・ 2 月 18 日，トイレや給湯室等への感染症対策のポスター掲示について庁内イントラに

掲示 

３ 健康推進課の感染症関連物品の在庫状況（令和２年２月 19 日現在） 

 

 サージカルマスク 速乾性手指消毒剤 

（ヒビスコール） 

令和元年 12 月末 100,000 枚 1,058 本 

２月３日まで配布 15,000 枚 192 本 

２月４日～12 日まで配布  0 枚 26 本 

２月 13 日～19 日まで配布  400 枚 0 本 

２月 19 日時点在庫 84,600 枚 840 本 

・ サージカルマスクについては，職員が２か月使用する分で６万枚を試算し，備蓄 

・ 乾性手指消毒剤（ヒビスコール）を令和元年度内に追加で 1,000 本購入予定（１月 31

日予備費充用） 

・ その他，感染拡大時に関係機関と連携して使用する，防護服，ゴーグル，N95 マスクの

在庫有 



新型コロナウイルス感染症に関する市民等からの問い合わせに対する対応について

はい

はい

R2.2.19健康推進課

本人や家族等が

発熱やせきな

ど，体調がすぐ

れない場合

いいえ

いいえ

③　上記①②に該当しない場合 医療機関を受診するようご案内する。

体調不良ではな

いが，一般的な

相談や問い合わ

せがある場合

一般的な対策はマスクの着用や手洗いの徹底など通常の感染

症対策になり，市では現時点で，行動規制やイベントの中止

は行っていないことをお伝えする。それ以上の質問・相談等

がある場合は，健康推進課で対応

下記相談窓口を紹介する。

◆帰国者・接触者電話相談センター（東京都）

・（受付時間）平日（月～金）９時～17時

　（電話番号）042-524-5171（多摩立川保健所）

・（受付時間）平日（月～金）17時～翌９時，

　　　　　　　　　　　　　　　および土日祝日（終日）

　（電話番号）03-5320-4592（合同電話相談センター）

①　本人や家族等が下記いずれかの要件に該当する場合（該

当しない場合は②へ）
（１）発熱又は呼吸器症状（軽症の場合を含む。）を呈する者であって，新型コロナウイルス感染症であ

　　　ることが確定したものと濃厚接触歴があるもの

（２）37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し，発症前14日以内に対象地域（中華人民共和国湖北省）に

　　　渡航又は居住していたもの

（３）37.5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し，発症前14日以内に対象地域（中華人民共和国湖北省）に

　　　渡航又は居住していたものと濃厚接触歴があるもの

（４）風邪の症状や37.5℃以上の発熱が４日以上続いている（解熱剤を飲み続けなければならない方も同

　　　様です。）

（５）強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある

※高齢者や基礎疾患等のある方は，（４）または（５）の状態が２日程度続く場合

②　上記①には該当しないが，新型コロナウイルス感染症に

ついての相談を希望される場合（該当しない場合は③へ）

下記相談窓口を紹介する。

◆東京都電話相談窓口

　（受付時間）９時～21時まで（土，日，祝日を含む）

　（電話番号）03-5320-4509

◆厚生労働省電話相談窓口

　（受付時間）９時～21時まで

　（電話番号）0120-565653（フリーダイヤル）



新型コロナウイルスを防ぐには

ウイルス性の風邪の一種です。発熱やのどの痛み、咳が長引くこと（１週間

前後）が多く、強いだるさ（倦怠感）を訴える方が多いことが特徴です。

感染から発症までの潜伏期間は1日から12.5日（多くは5日から6日）といわ

れています。

新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染によりうつるといわれています。

重症化すると肺炎となり、死亡例も確認されているので注意しましょう。
特にご高齢の方や基礎疾患のある方は重症化しやすい可能性が考えられます。

まずは手洗いが大切です。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などに

こまめに石けんやアルコール消毒液などで手を洗いましょう。

新型コロナウイルス感染症とは

日常生活で気を付けること

飛沫感染
感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つばなど）と一緒にウイル
スが放出され、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸
い込んで感染します。

接触感染

感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの
物に触れるとウイルスがつきます。他の方がそれを触ると
ウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ると粘膜から
感染します。

ひまつ

せき

けんたいかん

発熱等の風邪の症状が見られるときは、学校や会社を休んでください。

発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録してください。

持病がある方、ご高齢の方は、できるだけ人混みの多い場所を避けるなど、

より一層注意してください。

咳などの症状がある方は、咳やくしゃみを手で押さえると、その手で触った

ものにウイルスが付着し、ドアノブなどを介して他の方に病気をうつす可能

性がありますので、咳エチケットを行ってください。



その他、ご自身の症状に不安がある場合など、一般的なお問い合わせについて

は、次の窓口にご相談ください。

こんな方はご注意ください

一般的なお問い合わせなどはこちら

＜都道府県の連絡欄＞

次の症状がある方は「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。

風邪の症状や37.5℃以上の発熱が４日以上続いている

（解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます）

強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある

令和2年2月17日改訂版

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/

kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

センターでご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、

専門の「帰国者・接触者外来」をご紹介しています。

マスクを着用し、公共交通機関の利用を避けて受診してください。

「帰国者・接触者相談センター」はすべての都道府県で設置しています。

詳しくは以下のURLまたはQRコードからご覧いただけます。

※ 高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が２日程度続く場合

聴覚に障害のある方をはじめ、電話でのご相談が難しい方 FAX 03-3595-2756

厚生労働省相談窓口 電話番号 0120-565653（フリ―ダイヤル）

受付時間 9:00～21:00（土日・祝日も実施）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html


新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安 

 

１．相談・受診の前に心がけていただきたいこと 

 

○ 発熱等の風邪症状が見られるときは、学校や会社を休み外出を控える。 

 

○ 発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録しておく。 

 

２．帰国者・接触者相談センターに御相談いただく目安 

 

○ 以下のいずれかに該当する方は、帰国者・接触者相談センターに御相談く

ださい。 

・ 風邪の症状や３７．５度以上の発熱が４日以上続く方 

（解熱剤を飲み続けなければならない方も同様です。） 

・ 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方 

 

○ なお、以下のような方は重症化しやすいため、この状態が２日程度続く場

合には、帰国者・接触者相談センターに御相談ください。 

・ 高齢者 

・ 糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）の基礎疾患がある方や透析を受

けている方 

・ 免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方 

（妊婦の方へ） 

  妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めに帰国

者・接触者相談センターに御相談ください。 

（お子様をお持ちの方へ） 

  小児については、現時点で重症化しやすいとの報告はなく、新型コロナウ

イルス感染症については、目安どおりの対応をお願いします。 

 

○  なお、現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気の方が圧倒的に多
い状況であり、インフルエンザ等の心配があるときには、通常と同様に、か

かりつけ医等に御相談ください。 

 

３．相談後、医療機関にかかるときのお願い 

 

○ 帰国者・接触者相談センターから受診を勧められた医療機関を受診してく

ださい。複数の医療機関を受診することはお控えください。 

 

○ 医療機関を受診する際にはマスクを着用するほか、手洗いや咳エチケット

（咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖を使って、

口や鼻をおさえる）の徹底をお願いします。 








